
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違和感に 

「気づく力」 
（批判的思考力） 

きっぱりと 

「断る力」 
一人で抱えず 

「相談する力」 
家族等の異変に 

「気づく力」 
相談を勧める等の 
「働きかける力」 

消費者自身が実践する力 周囲をサポートする力 

基本的な「消費者力」 

① 買い物の仕組みや約束 

② 物の選択や扱い方 

③ 情報の収集・整理 

 

④ 契約や社会のきまり 
⑤ コミュニケーション 

学習内容 

※２ 「消費者力」育成・強化ワーキングチーム取りまとめ 

（消費者庁「消費者力」育成・強化ワーキングチーム 令和５年９月） 

「身近な消費行動」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気付く力 

「何か変だな」  「違和感」 

「異なる状況」 等 

支援者の支援 

③ 情報の収集・整理 

② 物の選択や扱い方 

① 買い物の仕組みや約束 

 

  な     

⑤ コミュニケーション 

（相談の必要性に気付くこと） 

④ 契約や社会のきまり 

相談 る力  る力 

図１ 

特別支援学校における主権者教育・消費者教育 

Ⅲ 研究の方法 
１ 特別支援学校の児童・生徒における主権者教育及び消費者教育によって育成を目指す力の

整理 

研究開発委員を主権者教育班と消費者教育班に分け、特別支援学校小学部・中学部学習指導

要領及び特別支援学校高等部学習指導要領（以下、「特別支援学校学習指導要領」という）や文

部科学省の指導資料等から、主権者及び消費者として必要な力を分析した。その分析を基に、

知的障害のある児童・生徒における主権者及び消費者として必要な力を抽出・精選した。その

上で、特別支援学校学習指導要領の各教科等の内容と関連付けながら指導事例を検討した。 

２ 主権者教育及び消費者教育の効果的な指導方法を開発 

１の成果を踏まえ、都立特別支援学校の具体的な取組から、効果的な指導方法を研究した。

検討に当たっては、特別支援学校学習指導要領の各教科等の内容を中心として、具体的な指

導事例を検討し、単元モデルを開発した。 

Ⅰ 研究主題設定の理由 
１ 主権者及び消費者 

  平成 28年６月に「公職選挙法等の一部を改正する法律」が施行され、現在は、満 18歳以上に選挙権がある。そして、

令和４年に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が満 20歳から満 18歳に引き下げられた。このことによ

り、特別支援学校高等部（以下、「高等部」という）在学中においても自らの判断で契約等ができるようになっている。こ

のような社会の変化を踏まえ、学校において主権者及び消費者として求められる力を育成するためには，平成 29年及び

30年に公示された学習指導要領に基づき、特別支援学校小学部（以下、「小学部」という。）及び特別支援学校中学部（以

下、「中学部」という。）の段階も含め、児童・生徒に必要な資質・能力を身に付けていくことが、これまで以上に重要と

なっている。 

２ 特別支援学校における主権者教育及び消費者教育 

主権者教育及び消費者教育においては、小学生及び中学生、高校生向け、また知的障害が軽度な児童・生徒向けの教材

は多く公表されているものの、知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒を対象とした教材は少ない。知的障害特別支

援学校高等部普通科に在籍する生徒が卒業後に社会の一員として生きるために必要な知識をもち、主権者及び消費者とし

て正しく判断して生活を営む実践力を身に付けることが重要である。そのため、指導事例の収集・共有、教材や単元の開

発を行い、特別支援学校での主権者教育及び消費者教育を充実させていく必要がある。 

Ⅱ 研究の目的 
知的障害特別支援学校での主権者教育及び消費者教育指導事例の収集・共有、教材や単元の

開発について、研究を行う。 

Ⅳ 研究の内容 

【主権者教育１ （育成を目指す資質・能力について）】 

中央教育審議会答申※１に示された「主権者教育で育成を目指す資質・能力」を参考に、①から③の手順で、

「知的障害特別支援学校における主権者教育で育成を目指す資質・能力」を作成した。 

 

【消費者教育１ （必要な「消費者力」について）】 

  消費者庁「消費者力」育成・強化ワーキングチーム※２は、消費者に必要な力として５点の「消費者力」を示し

ているが、知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒においては、基本的な「消費者力」を身に付けられるよ

うにする。そのため、本研究では、５点の「消費者力」のうち、「消費者自身が実践する力」として示している３

点の「消費者力」を取り上げ、指導方法等を検討した。 

特別支援学校高等部学習指導要領解説「家庭」には、「身近
な消費行動と関連を図った物資・サービスや消費者被害を扱
うこと」とあることから、３点の「消費者力」に加え、その基
礎となる「身近な消費行動」に関する学習内容について、特別
支援学校学習指導要領を基に図１のように整理した。 

「身近な消費行動」を基礎として、①から③の学習を実際の生活場面に

即して、繰り返し学習することが重要である。 

知的障害のある児童・生徒は、違和感などに「気付く」学習と関連付け

ながら、「断る」ことや「相談する」ことを学習することが効果的である。 

令和８年１月 29 日 

東京都教育庁指導部 



【消費者教育２ （消費者教育に関連する内容及び単元モデル）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員名簿  

東京都立田園調布特別支援学校 校 長 川﨑  淳子 

東 京 都 立 村 山 特 別 支 援 学 校 指 導 教 諭 山下 さつき 

東 京 都 立 七 生 特 別 支 援 学 校 主 任 教 諭 粕谷  裕之 

東 京 都 立 調 布 特 別 支 援 学 校 主 幹 教 諭 島本  恭子 

東 京 都 立 墨 田 特 別 支 援 学 校 主 幹 教 諭 丸尾  大樹 

東 京 都 立 中 野 特 別 支 援 学 校 主 幹 教 諭 朝枝  貴政 

東 京 都 立 白 鷺 特 別 支 援 学 校 主 幹 教 諭 新井  穂孝 

東 京 都 立 志 村 学 園 指 導 教 諭 菅野  和哉 

担当 教育庁指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 小榮  崇裕 

指 導 主 事 津久井 翔希 

Ⅴ 研究の成果と課題 
１ 研究の成果 

・ 知的障害特別支援学校の国語、算数（数学）、自立活動などの各教科等において、主権者教育及び消費者教育と関連する内容を示すことがで

きた。具体的には、国語での意思表示や相手の話を理解する力や、自立活動での自己を理解し行動を調整する力等、日常的な学習活動の中で
扱っている内容が重要であることが分かった。 

・ 主権者教育は、教科等横断的な学習が重要であるため、知的障害特別支援学校では、各教科等を合わせた指導を中心として各教科等の内容

を整理して指導することが、効果的であると示すことができた。 
・ 消費者教育は、中学部の職業・家庭及び高等部の家庭を中心として指導を行いながら、カリキュラム・マネジメントの視点で整理して、小

学部では生活や算数、中学部及び高等部では社会や数学等と関連付けて指導することが、効果的であると示すことができた。 

・ 学びの連続性や系統性を整理することで、個別指導計画に基づき、知的障害の程度や学習状況に応じて、目標及び内容を設定できるように

することができた。 
２ 課題及び今後に向けて 

・ 各学校では従前より、主権者教育や消費者教育に関する指導を行っているが、本研究を通じて、授業者が主権者及び消費者に必要な資質・

能力等について、より一層理解を深め計画的に取り組む必要があることが分かった。そのため、各学校においては、主権者教育や消費者教育
をカリキュラム・マネジメントの視点で整理することが重要である。 

 ・ 知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒が、主権者及び消費者として正しく判断して生活を営む実践力を身に付けるために、各教科等

の目標及び内容を整理した上で、体験的な活動をより充実させていく必要がある。 

【主権者教育２ （系統的・横断的な視点及び単元モデル）】 

中央教育審議会答申では、教科等横断的な視点から教育課程を編成するために、主権者教育においては、「法

やきまり」、「政治や経済」及び「自発的・自治的な活動」の３点の視点で内容を整理している。この３点の視点

について、知的障害特別支援学校に在籍する児童・生徒の主権者教育に関する内容を特別支援学校学習指導要

領から抽出し整理した。例えば各教科等で扱う「法やきまり」に関連する内容については、図２のように整理し

た。これを基に「知的障害特別支援学校における主権者教育で育成を目指す資質・能力」を踏まえて、系統的・

横断的な単元モデルを作成した。（ここでは中学部を例として掲載） 

小学部から高等部までの各教科等のうち、消費者教育に関

連する学習内容を整理したものが図３である。小学部では、
金銭の扱い方などの知識や技能を身に付けるため、「①買い

物の仕組みや約束」に関わる内容を取り組むことが重要であ

る。中学部では、身近な店で保護者等に頼まれた品物を購入
するなどの体験的な活動を通じ、「②物の選択や扱い方」や

「③情報の収集・整理」を中心とした内容を取り組むことが

重要である。高等部では、中学部までの学習を繰り返し取り

組みながら、「④契約や社会のきまり」や「⑤コミュニケーシ
ョン」に関わる内容に扱うなどして、生徒の実態に応じて日

常生活にある消費者被害に関連する題材を設定することが

重要である。例えば、購入する予定の商品に類似した商品を
勧められた場合、価格や名称等の情報を比較検討することで

「気付く」ことのできる力や、比較した結果「断る」ことの

できる力、判断が難しい場合に家族や支援者に「相談する」
ことのできる力を確実に育むことが考えられる。 

また、学部ごとの単元モデルも作成した。（ここでは高等

部を例として掲載） 

 

１  
教科
等 

家庭 ２ 対象 高等部 ３年生 

３  
単元
名 

そのかいもの、だいじょうぶ？～ことわる力、相談する力を身につけよう～ 

４  
目標 

(1) 知識及び技能 (2) 思考力、判断力、
表現力等 

(3) 学びに向かう力、
人間性等 

・消費者被害の背景と
その対応について理解
し、物資・サービスの
選択に必要な情報の収
集・整理ができる。 

・物資・サービスの選択
に必要な情報を活用して
購入について考え、表現
する。 

・よりよい生活の実現に
向けて、生活を工夫し考
えようとしたりして、実
践しようとする。 

５  
評価 
規準 

ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り
組む態度 

・消費者被害の背景と
その対応について理解
している。 
・物資・サービスの選
択に必要な情報の収

集・整理している。 

・物資・サービスの選択
に必要な情報を活用して
購入について考えたり、
表現したりしている。 

・よりよい生活の実現に
向けて、生活を工夫し考
えようとしたりして、実
践しようとしている。 

６ 
単元 
計画 

全４時間 内容 

第１時 
 
 
 
第２時 
 
 
第３時 
 
 
 

 
 
第４時 

たのまれたも
のを買ってこ
よう 
 
どっちを買う
の？ 
 
そのかいも
の、だいじょ
うぶ？１ 
 

 
 
そのかいも

の、だいじょ
うぶ？２  

購入するべき商品情報（商品名、価格、容量、パッ
ケージの形や色）を理解する。 
 
 
類似した商品との違いが分かり、購入するべき商品
を正しく選択する。 
 
購入予定の物と違う商品を勧められる場合があるこ
とを知る。 
購入予定の物と違う商品を勧められた場合の対処法
を知る。 

（断る、家族や支援者に相談する等） 
 
自分の購入するべき商品を適切に購入する。 

※本単元の目標及び評価規準をもとに、生徒の実態に応じて工夫が必要である。 

 

１ 
教科等 

生活単元学習 ２ 対象 中学部１年生 

３ 
単元名 

自分の役割を考えよう 

４ 
目標 

(1) 知識及び技能 (2) 思考力、判断力、
表現力等 

(3) 学びに向かう
力、人性等 

・自分の意見を述べた
り、相手の意見を聞い
たりし、集団生活の中
での役割を理解するこ
とができる。 
・活動や体験を通し
て、経験したことと関
連付けて、調べまとめ
ることができる。 

・集団生活の中で必要な
ことに気付き、自分の役
割を考え、表現すること
ができる。 
 
・生活や地域における身
近な出来事について、自
分の意見を述べたり、相
手や他者の立場を考えた
りして、話し合いに参加
することができる。 

・よりよい集団づ
くりのために自分
の役割を考え、主
体的に取り組もう
とする。 
・自分の役割を考
え、生活や地域社
会に主体的に関わ
ろうとする。 

５ 
評価 
規準 

ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習
に取り組む態度 

・自分の意見を述べた
り、相手の意見を聞い
たりしている。 
・集団生活の中での自
らの役割を理解しよう
としている。 
・活動や体験を通し
て、経験したことと関
連付けて、調べまとめ
ている。 

・集団生活の中で必要な
ことに気付こうとしてい
る。 
・自分の役割を考え、表
現しようとしている。 
・生活や地域における身
近な出来事について、自
分の意見を述べたり、相
手や他者の立場を考えた
りして、話し合いに参加
している。 

・よりよい集団づ
くりのために自分
の役割を考え、主
体的に取り組もう
としている。 
・自分の役割を考
え、生活や地域社
会に主体的に関わ
ろうとする。 

６ 
単元 
計画 

全４時間 内容 

第１時 
 
 
 
 
第２時 
 
 
 
第３時 
 
 
第４時 

家庭、学
校、地域で
の役割につ
いて 
 
学級での係
や当番につ
いて 
 
係の仕事に
ついて 
 
係の仕事を
広めよう 

・家庭、学校、地域での役割を考え、発表す
る。 
・友達の発表を聞き、色々な役割があること
を知る。 
 
・学級内での係や当番について考える。 
・各係や当番がどのような仕事をしているか
を発表する。 
 
・各係の仕事の役割や役割を果たすためにや
るべきことについて考える。 
 
・各係の仕事の目標や達成に向けた取組みを
考え、発表や掲示を行う。 

※本単元の中心となる目標及び評価規準を抜粋している。 
※生徒の実態に応じて目標等の工夫が必要である。 

 

学習内容 単元等 

⑤コミュニケーション 

（相談の必要性に気付くこ

と） 

権利と責任（職業・家庭、家庭） 

コミュニケーション（自立活動） 

※消費者被害ロールプレイなど 

④契約や社会のきまり 社会生活に必要なきまり（社会） 

契約の仕組み（職業・家庭、家庭） 

規則の尊重（法やきまり）（道徳） 

③情報の収集・整理 生活に必要なものの理解（職業・家庭、家庭） 

計画的な買い物の仕方（職業・家庭、家庭） 

②物の選択や扱い方 

①買い物の仕組みや約束 

金銭の扱い（生活） 

社会の仕組みと公共生活（生活、社会） 

数の計算（算数、数学） 

金銭の価値（算数） 

規則の尊重（約束やきまり）（道徳） 

必要な物の選択（職業・家庭、家庭） 

 小学部 【生活】 単元名：年賀状を出そう 

【身近な消費行動】の育成に向けて、「①買い物の仕組みや約束」を中心とする単元 

内容：簡単な買い物をするなどして金銭を扱う。 

 中学部 【生活単元学習】  単元名：買い物名人になろう 

【気付く力】の育成に向けて、「②物の選択や扱い方」「③情報の収集・整理」を中心とする単元 

内容：保護者等に頼まれた買い物を正しく購入する。 

 
高等部 【家庭】  単元名：そのかいもの、だいじょうぶ？ 

【断る力】【相談する力】の育成に向けて「③情報の収集・整理」「④契約や社会のきまり」「⑤コミ

ュニケーション」を中心とする単元 


